
別記様式第 4号 

会 議 等 結 果 報 告 書 

文書番号 指定管理者選定委員会 1810 
会議区分 会 議 ・ 打合せ ・ 協 議 

決裁期日 平成１９年１月３０日 

名 称 平成１９年度第１回上富良野町指定管理者選定委員会 

日 時 平成１９年１月２９日（月） 午後３時４５分～午後５時 

場 所 上富良野町役場 ２階 審議室 

出席者 

委 員：（1-4 号指定委員）佐藤総務課長、北川企画財政課長、高木税務課長、尾崎町民生活
課長、(5 号施設委員) 建設水道課長 

説明員：都市建築班 新井主幹、辻主査 
社団法人 かみふらの十勝岳観光協会 打越事務局長 

事務局：総務課総務班主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

平成 19 年度から指定管理者制度により管理をしようとする「見晴台公園」の候補者

の選定について、次のとおり選定委員会を開催した。 

１ 委員長あいさつ 

平成 19年度からの見晴台公園の管理に際して、上富良野町公の施設に係る指定管理

者の指定手続条例第５条に基づく公募によらない指定管理者の候補の選定について、

同条例施行規則第５条第２項の規定に従い審議いただく。 

２ 公募によらない指定管理者の候補の選定について 

○委員長：事務局から指定管理者の候補とするに至った経緯を説明願いたい。 

○事務局：見晴台公園の管理については、別途「公募によらない指定管理者とするこ

と」についての決裁決定がなされており、所管の建設水道課と社団法人か

みふらの十勝岳観光協会の事前の協議によって、候補者となろうとするこ

とが合意されている。町の提示した業務仕様書と１月 23 日付けで観光協

会から提出された申請書による書類審査、及び本日出席願っている観光協

会の打越事務局長に対する口頭試問により、適否について意見を取りまと

めていただきたい。 

○委員長：出席いただいている説明員及び候補となろうとする者から、提出書類につ

いて説明願う。 

○説明員（都市建築班主査）：別紙「理由書」に基づき、「公募によらず社団法人 かみ

ふらの十勝岳観光協会を候補とする理由」について説明。 

○候補となろうとする者（観光協会事務局長）：提出した「指定管理者の指定申請書」

に基づき、業務計画及び収支計画について説明。 

○委員長：各委員から質疑があれば出してもらいたい。 

○各委員質疑及び回答 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

 

・自主事業の内容を詳細に。→【観光協会】コーヒー、アイスクリームを販売提供す

ることにより、立ち寄り者の滞留時間を増やし、情報交流の場とする。地

元生産者や製造業のグループ等とは、イベント等について現時点では具体

的な話は進めていないが、既に繋がりのある関係なので、多様な事業が展

開できる。 

・指定管理者とする利点はどこにあるのか。→【都市建築班】見晴台公園の立地が、

国道沿いの景観点と市街地へのアクセスポイントにあるため、単なる公園

としてではなく、地域産業振興や情報発信など多様な活用が期待できる。

しかし、町が直接管理したり委託管理するのでは、機動性の高い管理運営

が困難なため、指定管理者制度によることで施設活用上のメリットが高ま

る。また、指定管理者が収納することになる施設使用料は、事業経営に還

流することができるため、施設機能を高めることができる。 

・収支計算書の細目と町の支出について説明願う。→【都市建築班】町では、委託費

として緑地管理、案内所運営、トイレ管理の費用について 2,331千円を支

出する内容である。公園内には下水道排水、イベント・仮設店舗用の設備

が既設されている。 

【観光協会】自主事業経費 822 千円は、施設使用料収入及び販売事業収

入、協賛負担金などを財源として、情報発信事業と地域ＰＲ事業を行なう。

詳細は経費計画をご覧いただきたい。 

○委員長：法人の観光協会の概要を説明願いたい。 

○候補となろうとする者（観光協会事務局長）：添付書類として、社団法人 かみふら

の観光協会の平成 18 年度通常総会を提出している。･･･以下総会議案に

より法人経営内容が説明された。 

○委員長：質疑が出尽くしたので、観光協会事務局長には退席を願い、選定審査を行

なう。 

≪観光協会事務局長退席≫ 

○委員長：候補となろうとする者は、公募によらない事前の協議により 1 法人とな

っているが、総合点数方式により適性について審査することを提案する

が、意見はあるか。 

○全委員：異議なし。 

○委員長：少しの時間をとるので、配布している採点票に評点を記入の上提出願う。

≪各委員評点記入・事務局集計≫ 

○事務局：採点票の集計が終わったので、報告する。配布した別紙集計のとおり、個

別項目で「劣る」とする 2 点以下を評点した委員はなく、評点総合計は

220 点で、全項目を普通とした場合の総合計 180 点を大きく超えた評点



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 

 

 

となっている。 

○委員長：報告のとおり、候補者とすることに支障はないと判断できるので、「社団

法人 かみふらの十勝岳観光協会」を候補とすることに異議はないか。 

○全委員：異議なし 

○委員長：当委員会の総意として、「社団法人 かみふらの十勝岳観光協会」を候補とす

ることに異議はないことを決定する。以上で散会する。 

 

付記事項：選定結果は別紙「上富良野町公の施設に係る指定管理者選定結果について(報

告)」により所管に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


